第２回西日本ジュニア・ユース交流セーリング大会
レース公示
2011年5月３日（火）～5日（木）　佐賀県ヨットハーバー

	共同主催
	JODA加盟西日本水域各クラブ

	後援
	　

	協力
	　　佐賀県ヨット連盟

	協賛
	


1 適用規則

1.1 セーリング競技規則(2009－2012)に定義された規則を適用する。

2 競技種目

2.1 OP級初級者、OP級上級者、

3 参加資格

3.1 OP級上級者クラスについてはJSAFおよびJODAの会員である事。

3.2 1996年以降に生まれた者。

3.3 OP初級者は、昨年度以前の各地の大会での初級者種目で艇種に関係な６位までの入賞者でないこと。

3.4 参加者はスポーツ傷害保険及び傷害賠償責任保険に加入していなければならない。
4 参加申込み

4.1 クラブ単位で所定の「参加申込書」と「参加選手リスト」を下記申込先宛へ郵送する事。

4.2 参加料等はクラブ単位で専用の「払込取扱票」にクラブ名、各人数、金額等の必要事項を記入の上、振込手続きを行なう事。

4.3 申込期限

20１１年4月16日（土）

4.4 申込先

(a) 参加料等振込口座 

肥後銀行浜線支店　普通　１９０５１０
口座名義 :福岡ジュニアヨットクラブ会計平木孝子
(b) 申込書の送付先

福岡市早良区飯倉４－２８－４０
河内　孝明　宛

メール　takaakikawachi@jcom.home.ne.jp  も可

5 参加料

5.1 参加料(交流会費込み)　５,000円/1人

5.2 交流会費(指導者・保護者)　２,000円/1人

5.3 弁当　各自準備です
＊本大会申込み締切以降の参加取り消しには原則として参加料等の返却はしない。

＊トライアルレース参加料 １艇 ５00円（当日受付）

6 日程

	5月3日(月)
	10：30
	レースオフィスオープン、受付開始

	
	12：30
	指導者会議

	
	13：55
	トライアルレース予告信号

	
	17：00
	開会式

	
	17：30
	交流会

	5月4日(火)
	09：55
	第１レース予告信号

	
	
	引き続きレースを行う

	5月5日(水)
	09：55
	当日の最初のレース予告信号

	
	
	引き続きレースを行う
5月5日の予告信号は、14：00以後には発しない

	
	15：30
	表彰式


7 計測

7.1 実施しない。ただし、装備のチェックは、レース委員会の判断により、大会期間中随時行うことがある。

8 帆走指示書

8.1 受付時に配布する。

9 レースエリア

9.1 おおよそのコースエリアは添付1図のとおりとする。

10 コース

10.1 トライアングルもしくはトラペゾイドコース（詳細は帆走指示書）
11 得点方法

11.1 セーリング競技規則(2009－2012)付則Aの低得点方法を適用する。
11.2 本大会は７レースを予定し、1レース以上の完了で成立する。

完了したレースが3レース以下の場合、艇のシリーズの得点は全レースの合計得点とする。4レース以上完了した場合は、艇の最も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。６レース以上完了した場合は、艇の最も悪い得点および２番目に悪い得点を控除したレース得点の合計とする

12 サポートボート

12.1 サポートボートは全艇レスキューボートとみなし、以下の条件を満たす場合のみ使用を許可する。

(a) 大会受付時においてレース委員会に使用申請を行なうこと。

(b) レース委員会からレスキューボートとしての要請があればこれに応じる事。

(c) サポートボートはヨットモーターボート保険（対人対物賠償責任保険及び搭乗者傷害保険を含む）に加入していなければならない。

(d) 運行についてレース委員会の指示に従わなかった場合は運行の停止を命じることもある。

13 賞

13.1 一般表彰

(a) 各種目の上位入賞者（第1位～第3位）：メダル授与

(b) OP級上級者の上位入賞者（第1位～第6位）：表彰状授与

(c) OP級初級者の上位入賞者（第1位～第６位）：表彰状授与

大会参加賞：大会参加選手全員

14 責任の所在

14.1 本大会の主催者・関係各団体及びレース委員会は、大会前、大会中、または大会後に受けた人的損傷もしくは生命の喪失、または物的損傷に対するいかなる責任も負わない。またスタートするか、あるいはレースを継続するかどうかを決める責任は各艇にある。

15 問合せ先

15.1 4.4(b)に同じ　電話０９０－５４８８－５４１２ 
---------------------------------------------------------------------------------------------

その他の案内

艇の受け入れ

艇の受け入れは5月３日（日）09:00～とします。

艇を事前に搬入する場合は、前もって佐賀県ヨットハーバー事務所に連絡の上、到着後手続きを行い、大会開始までの使用料（　　　　　/艇・日）を支払ってください。バースについては佐賀県ヨットハーバー事務所の指示に従ってください。

佐賀県ヨットハーバー事務所連絡先







